
№ ページ 意見 考え方（計画への反映について）

1 p120

以下の内容を追記してはどうか。
(4)通信手段の確保
　西日本電信電話株式会社は、非常用電源の整備等による
電信設備の被災対策、地方公共団体の被害想定を考慮した
基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、応急
復旧機材の配備、通信輻輳対策を推進するなど、電気通信
設備の安全・信頼性強化に向けた取組を推進することに努
めるものとし、特に、庁舎等の重要拠点の通信確保に配慮
するものとする。

追記いたします。

2 p201

「関西電力送配電㈱の各本部」の前に「関西電力㈱の各支
社及び」を追加してはどうか。

「関西電力㈱の各支社及び関西電力送配電㈱の各本部」に修正しま
す。

震災対策編

　第３編第３章第１６節第３　電気通信の確保

加東市地域防災計画の修正に係る意見に対する考え方について

震災対策編

　第２編第４章第７節第３　電気通信施設の整備等



№ ページ 意見 考え方（計画への反映について）

3 p208

③通信の利用と広報に記載されている「地震により」を
「震災により」に修正してはどうか。

修正いたします。

4 p208

③通信の利用と広報に記載されている項目について、以下
のとおり修正してはどうか。

エ「災害用伝言ダイヤル(171)」及び「災害用でんごんばん
（web171）」でのふくそう緩和を実施する。
オ一般利用者に対するわかりやすい広報活動を実施する。
（ホームページのトップページへの掲載、地図による障害
エリアの表示等）
カ西日本電信電話㈱兵庫支店は、必要な情報を地方公共団
体等の災害対策機関へ連絡する。

修正いたします。

震災対策編

　第３編第３章第１６節第１　電力の確保

震災対策編

　第３編第３章第１６節第３　電気通信の確保



№ ページ 意見 考え方（計画への反映について）

5 p89

以下の内容を追記してはどうか。
(4)通信手段の確保
　西日本電信電話株式会社は、非常用電源の整備等による
電信設備の被災対策、地方公共団体の被害想定を考慮した
基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、応急
復旧機材の配備、通信輻輳対策を推進するなど、電気通信
設備の安全・信頼性強化に向けた取組を推進することに努
めるものとし、特に、庁舎等の重要拠点の通信確保に配慮
するものとする。

追記いたします。

6 p132

国包の水位4,70ｍは、避難判断水位ではなく、氾濫危険水
位である。

氾濫危険水位に修正いたします。

風水害対策編

　第３編第２章第２節第２　気象情報等の収集伝達

風水害対策編

　第２編第４章第６節第３　電気通信施設の整備等



№ ページ 意見 考え方（計画への反映について）

7 p132

吉井の水位観測所は、国土交通大臣は関知していないの
で、削除すること。

削除いたします。

8 p196

「関西電力送配電㈱の各本部」の前に「関西電力㈱の各支
社及び」を追加してはどうか。

「関西電力㈱の各支社及び関西電力送配電㈱の各本部」に修正しま
す。

9 p203

③通信の利用と広報に記載されている「地震により」を
「震災により」に修正してはどうか。

修正いたします。

風水害対策編

　第３編第３章第１６節第１　電力の確保

風水害対策編

　第３編第２章第２節第２　気象情報等の収集伝達

風水害対策編

　第３編第３章第１６節第３　電気通信の確保



№ ページ 意見 考え方（計画への反映について）

10 p202

③通信の利用と広報に記載されている項目について、以下
のとおり修正してはどうか。

エ「災害用伝言ダイヤル(171)」及び「災害用でんごんばん
（web171）」でのふくそう緩和を実施する。
オ一般利用者に対するわかりやすい広報活動を実施する。
（ホームページのトップページへの掲載、地図による障害
エリアの表示等）
カ西日本電信電話㈱兵庫支店は、必要な情報を地方公共団
体等の災害対策機関へ連絡する。

修正いたします。

11 P3

「西日本電信電話㈱兵庫支店 設備部 マネジメント担当 災
害対策室」から「マネジメント担当」を削除すること。

削除いたします。

風水害対策編

　第３編第３章第１６節第３　電気通信の確保

　１－２　加東市防災会議委員構成

資料編


